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電気通信事業法（抄） 

 

（土地等の使用権） 

第三章 土地の使用 

第七十三条 第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業の用に供する線路及び空中線

並びにこれらの附属設備（以下この章において「線路」と総称する。）を設置するため他

人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物（［中略］以下単に「土地等」という。）

を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所

有者（所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有

者。以下同じ。）に対し、その土地等を使用する権利（以下「使用権」という。）の設定

に関する協議を求めることができる。第三項の存続期間が満了した後において、その期間

を延長して使用しようとするときも、同様とする。  

２  前項の認可は、第一種電気通信事業者がその土地等の利用を著しく妨げない限度にお

いて使用する場合にすることができる。ただし、他の法律によって土地等を収用し、又は

使用することができる事業の用に供されている土地等にあってはその事業のための土地等

の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物その他の工作物にあっては線路

を支持するために利用する場合に限る。  

３  第一項の使用権の存続期間は、十五年（地下ケーブルその他の地下工作物又は鉄鋼若

しくはコンクリート造の地上工作物の設置を目的とするものにあっては、五十年）とする。

ただし、同項の協議又は第七十七条第二項若しくは第三項の裁定においてこれより短い期

間を定めたときは、この限りでない。  

４  総務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、

その土地等の所有者［中略］の意見を聴くものとする。  

５  総務大臣は、第一項の認可をしたときは、その旨をその土地等の所有者に通知すると

ともに、これを公告しなければならない。 

［以下略］ 

 

（設置及び権限）  

第八十八条の二 総務省に、電気通信事業紛争処理委員会（以下「委員会」という。）を

置く。  

２  委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。  

 


